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一

は
じ
め
に

筆
者
は
、
こ
れ
ま
で
家
庭
内
暴
力
の
実
態
、
配
偶
者
暴
力
・
児
童
虐
待
被
害
者
の
保
護
・
支
援
、
暴
力
の
防
止
等
に
つ
い
て
研
究
し
、

特
に
被
害
者
の
保
護
に
焦
点
を
当
て
て
き
た
。
被
害
者
保
護
に
焦
点
を
当
て
る
傾
向
は
、
他
の
論
稿
に
も
見
受
け
ら
れ
る
。
し
か
し
、

暴
力
の
反
復
を
防
止
し
、
新
た
な
被
害
が
生
じ
る
こ
と
を
予
防
す
る
た
め
に
は
、
暴
力
行
為
者
の
暴
力
を
や
め
さ
せ
る
こ
と
が
不
可
欠

で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
ま
ず
日
本
の
家
庭
内
暴
力
加
害
者
に
対
す
る
取
組
に
つ
い
て
考
察
し
、
課
題
を
明
ら
か
に
す
る
。
次
に
、
日
本

に
近
似
し
た
法
体
系
・
法
制
度
を
も
つ
韓
国
の
相
談
条
件
付
起
訴
猶
予
制
度
と
家
庭
内
暴
力
を
家
庭
保
護
事
件
と
し
て
処
理
す
る
制
度

等
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
ま
た
、
早
く
か
ら
加
害
者
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
実
施
さ
れ
、
そ
の
効
果
の
検
証
に
関
す
る
研
究
が
蓄
積
さ
れ
て
い

る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
制
度
に
つ
い
て
も
分
析
す
る
。
最
後
に
、
上
記
の
検
討
結
果
に
基
づ
い
て
、
日
本
の
家
庭
内
暴
力
の
加
害
者
対

策
に
つ
い
て
論
じ
る
。二

日
本
に
お
け
る
加
害
者
へ
の
対
策

（
一
）
家
庭
内
暴
力
加
害
者
へ
の
取
組
の
必
要
性

日
本
に
お
い
て
は
か
つ
て
私
的
領
域
に
お
け
る
国
家
の
介
入
を
忌
避
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
が
、
家
庭
内
暴
力
が
深
刻
化
し
社
会
問
題

と
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
積
極
的
な
取
組
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
当
該
問
題
に
関
す
る
従
来
の
議
論
は
、
家
庭
内
と
い
う
私
的

領
域
へ
の
法
的
介
入
の
是
非
や
被
害
者
に
対
す
る
救
済
・
支
援
な
ど
が
中
心
で
あ
り
、
加
害
者
へ
の
対
策
に
つ
い
て
は
十
分
に
検
討
さ

れ
て
こ
な
か
っ
た(1
)。

し
か
し
、
家
庭
内
暴
力
は
エ
ス
カ
レ
ー
ト
し
た
り
、
繰
り
返
し
発
生
す
る
傾
向
に
あ
る
た
め
、
加
害
者
の
暴
力
行

論 説
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為
を
や
め
さ
せ
る
対
策
を
講
じ
な
い
限
り
、
家
庭
内
暴
力
の
根
絶
は
難
し
い
だ
ろ
う
。
暴
力
を
抑
止
す
る
た
め
、
加
害
者
に
短
期
自
由

刑
な
ど
の
刑
罰
を
科
す
こ
と
は
、
暴
力
の
抑
止
の
効
果
よ
り
む
し
ろ
、
副
作
用
が
生
じ
る
恐
れ
も
あ
る(2
)。
し
た
が
っ
て
、
暴
力
を
や
め

さ
せ
る
た
め
に
は
、
加
害
者
に
と
っ
て
家
庭
内
暴
力
が
ど
の
よ
う
な
行
為
で
あ
る
か
を
理
解
さ
せ
、
改
善
指
導
を
す
る
こ
と
が
効
果
的

で
あ
ろ
う(3
)。
す
な
わ
ち
、
家
庭
内
暴
力
の
関
連
対
策
を
講
じ
る
際
に
は
、
被
害
者
支
援
と
と
も
に
加
害
者
対
策
を
立
て
る
こ
と
が
不
可

欠
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
家
庭
内
暴
力
被
害
者
の
中
に
は
、
暴
力
を
受
け
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
加
害
者
と
の
親
密
関
係
、

社
会
的
・
経
済
的
依
存
関
係
に
よ
り
加
害
者
と
の
関
係
継
続
や
家
族
関
係
の
修
復
を
望
ん
だ
り
、
加
害
者
の
も
と
に
帰
り
た
が
る
場
合

も
あ
り
、
離
れ
て
自
立
し
よ
う
と
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
加
害
者
に
つ
き
ま
と
わ
れ
る
ケ
ー
ス
が
多
い
た
め
、
加
害
者
を
矯
正
さ
せ

な
い
限
り
被
害
者
は
新
た
な
被
害
を
受
け
る
恐
れ
が
あ
る
。
そ
し
て
、
被
害
者
が
加
害
者
と
絶
縁
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
暴
力
を
振

る
っ
た
加
害
者
が
そ
の
ま
ま
で
あ
る
こ
と
は
、
別
の
者
が
新
た
な
被
害
者
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る(4
)。
し
た
が
っ
て
、

家
庭
内
暴
力
の
対
策
に
は
被
害
者
の
保
護
・
支
援
と
と
も
に
加
害
者
対
策
が
重
要
で
あ
る
。

（
二
）
日
本
の
加
害
者
対
策

歴
史
的
に
み
て
、
人
々
が
犯
罪
予
防
に
関
心
を
も
た
な
か
っ
た
時
代
は
な
い
と
い
え
よ
う
。
現
在
ま
で
、
国
家
の
重
要
な
任
務
の
一

つ
は
犯
罪
を
予
防
し
、
公
共
の
秩
序
を
維
持
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
公
的
機
関
、
特
に
刑
事
司
法
機
関
は
犯
罪
予
防
に
つ
い
て
基
本
的

に
は
事
後
予
防(5
)を
目
的
と
し
て
お
り
、
犯
人
の
検
挙
、
犯
罪
者
の
処
罰
・
処
遇
を
通
じ
て
再
犯
予
防
を
目
指
し
て
き
た
。
し
か
し
、
現

在
ま
で
の
家
庭
内
暴
力
の
再
犯
予
防
対
策
は
、
不
十
分
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
日
本
の
配
偶
者
暴
力
防
止
法
は
、
加
害
者
へ
の
対
策

に
つ
い
て
「
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
に
資
す
る
た
め
、
加
害
者
の
更
生
の
た
め
の
指
導
の
方
法
に
関
す
る
調

査
研
究
の
促
進
に
努
め
る
も
の
と
す
る
」
と
言
及
が
あ
る
だ
け
で
、
加
害
者
対
策
に
つ
い
て
具
体
的
に
定
め
て
い
な
い
。
本
章
で
は
、

家庭内暴力加害者への対策
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日
本
の
家
庭
内
暴
力
加
害
者
の
対
策
を
①
警
察
段
階
、
②
矯
正
段
階
、
③
更
生
保
護
段
階
に
分
け
て
検
討
す
る
。

1

警
察
段
階
に
お
け
る
加
害
者
対
策

現
在
日
本
で
は
、
警
察
に
よ
る
家
庭
内
暴
力
加
害
者
へ
の
義
務
的
な
対
応
に
つ
い
て
は
規
定
さ
れ
て
い
な
い
。
配
偶
者
暴
力
防
止
法

第
八
条
で
は
、
通
報
等
に
よ
り
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
が
行
わ
れ
て
い
る
と
認
め
る
と
き
、
警
察
は
、
警
察
法
、
警
察
官
職
務
執
行
法
そ

の
他
の
法
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
暴
力
の
制
止
、
被
害
者
の
保
護
そ
の
他
の
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
に
よ
る
被
害
の
発
生
を
防
止

す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
警
察
官
に
よ
る
被
害
の
防

止
義
務
は
、
努
力
義
務
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
理
由
に
つ
い
て
、
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
が
デ
リ
ケ
ー
ト
な
問
題
で
あ
る
と
と
も
に

個
別
事
案
ご
と
に
適
切
な
判
断
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
め
、
現
場
の
警
察
官
に
裁
量
を
縛
ら
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
が
妥
当
で
あ

る
と
主
張
す
る
意
見
も
あ
る(6
)。

家
庭
内
暴
力
は
、
反
復
・
エ
ス
カ
レ
ー
ト
す
る
傾
向
が
あ
る
た
め
、
警
察
な
ど
に
よ
る
被
害
者
保
護
、

加
害
者
の
暴
力
再
発
防
止
な
ど
の
早
期
措
置
が
重
要
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
現
在
の
法
律
・
制
度
で
は
、
警
察
に
こ
の
よ
う
な
権
限
を

与
え
て
い
な
い
。
家
庭
内
暴
力
は
被
害
者
と
加
害
者
が
家
族
関
係
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
他
の
犯
罪
と
は
異
な
る
性
格
を
も
っ
て
お
り
、

暴
力
を
防
止
す
る
た
め
の
強
力
な
加
害
者
処
罰
が
必
ず
し
も
被
害
者
の
利
益
に
つ
な
が
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
適
切
な
早
期
対

応
が
行
わ
れ
な
い
場
合
、
暴
力
が
エ
ス
カ
レ
ー
ト
し
、
傷
害
・
殺
人
に
ま
で
発
展
す
る
恐
れ
が
あ
る
た
め
、
両
者
の
バ
ラ
ン
ス
を
考
慮

し
た
慎
重
な
検
討
が
求
め
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
被
害
者
を
保
護
し
、
警
察
の
恣
意
的
な
判
断
を
防
ぐ
た
め
、
具
体
的
な
基
準
を
定
め
、

そ
れ
を
満
た
す
場
合
、
加
害
者
に
退
去
命
令
を
下
す
権
限
を
与
え
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

2

矯
正
段
階
に
お
け
る
加
害
者
対
策

現
在
の
矯
正
施
設
に
お
い
て
は
、
家
庭
内
暴
力
の
加
害
者
の
み
に
限
定
し
た
矯
正
・
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
実
施
さ
れ
て
い
な
い(7
)。
た

だ
し
、
刑
事
収
容
施
設
及
び
被
収
容
者
等
の
処
遇
に
関
す
る
法
律
（
以
下
で
は
「
刑
事
収
容
施
設
法
」
と
表
記
す
る(8
)）

第
一
〇
三
条
は
、

論 説
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刑
務
作
業
に
加
え
て
、
改
善
指
導
を
義
務
付
け
て
い
る
。
同
条
が
定
め
る
改
善
指
導
と
は
、
①
薬
物
に
対
す
る
依
存
が
あ
る
こ
と
、
②

暴
力
団
員
で
あ
る
こ
と
、
③
そ
の
他
法
務
省
令
で
定
め
る
事
情
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
改
善
更
生
及
び
円
滑
な
社
会
復
帰
に
支
障
が
あ

る
と
認
め
ら
れ
る
受
刑
者
に
対
す
る
指
導
で
あ
る
。
さ
ら
に
改
善
指
導
に
は
、
一
般
指
導
と
特
別
改
善
指
導
が
あ
り
、
一
般
指
導
は
す

べ
て
の
受
刑
者
を
対
象
と
し
て
い
る
。
特
別
改
善
指
導
は
、
①
薬
物
依
存
離
脱
指
導
、
②
暴
力
団
離
脱
指
導
、
③
性
犯
罪
再
犯
防
止
指

導
、
④
被
害
者
の
視
点
を
取
り
入
れ
た
教
育
、
⑤
交
通
安
全
指
導
、
⑥
就
労
支
援
指
導
の
六
類
型
が
、
矯
正
局
長
の
定
め
る
標
準
プ
ロ

グ
ラ
ム
に
基
づ
き
実
施
さ
れ
て
い
る(9
)。

家
庭
内
暴
力
の
加
害
者
が
特
別
改
善
指
導
の
対
象
と
な
る
場
合
は
、
改
善
更
生
及
び
円
滑
な
社

会
復
帰
に
支
障
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
場
合
で
あ
り
、
状
況
に
応
じ
て
、
薬
物
依
存
離
脱
指
導
、
性
犯
罪
再
犯
防
止
指
導
、
被
害
者
の

視
点
を
取
り
入
れ
た
教
育
な
ど
を
受
講
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
、
家
庭
内
暴
力
の
加
害
者
が
一
般
改
善
指
導
の
対

象
と
な
る
場
合
は
、
講
話
、
面
接
、
相
談
、
助
言
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
、
被
害
者
感
情
理
解
指
導
、
行
動
適
正
化
指
導
、
社
会
復
帰

支
援
指
導
、
対
人
関
係
円
滑
化
指
導
な
ど
を
受
け
る
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
対
象
者
の

特
性
に
応
じ
た
個
別
的
・
特
別
な
配
慮
が
存
在
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
従
来
ど
お
り
作
業
を
中
心
と
し
た
矯
正
処
遇
が
行
わ
れ
て
い
る

と
さ
れ
て
い
る(10
)。

3

更
生
保
護
段
階
に
お
け
る
加
害
者
対
策

更
生
保
護
の
分
野
に
お
い
て
は
、
家
庭
内
暴
力
の
特
性
に
配
慮
し
た
類
型
別
処
遇
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。
類
型
別
処
遇
は
、
保
護
観

察
対
象
者
の
問
題
性
そ
の
他
の
特
性
を
、
そ
の
犯
罪
の
態
様
な
ど
に
よ
っ
て
類
型
化
し
て
把
握
し
、
類
型
ご
と
に
共
通
す
る
問
題
性
な

ど
に
焦
点
を
当
て
た
効
率
的
な
処
遇
で
あ
る
。
保
護
観
察
類
型
別
処
遇
制
度
は
、
一
九
九
〇
年
か
ら
実
施
さ
れ
て
お
り
、
短
期
保
護
観

察
を
除
く
全
て
の
対
象
者
が
類
型
認
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
同
制
度
は
全
部
で
一
〇(11
)の
類
型
を
定
め
て
い
た
が
、
二
〇
〇
三

年
に
全
面
改
正
さ
れ
、
問
題
飲
酒
や
高
齢
（
六
五
歳
以
上
）、
ギ
ャ
ン
ブ
ル
等
依
存
な
ど
の
新
た
な
類
型
が
加
え
ら
れ
た(12
)。

さ
ら
に
、

家庭内暴力加害者への対策
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同
改
正
に
よ
り
、
家
庭
内
暴
力
対
象
者
の
認
定
基
準
及
び
処
遇
方
針
等
は
大
き
く
変
更
さ
れ
、
改
正
前
は
「
青
少
年
に
よ
る
親
へ
の
暴

力
」
だ
け
に
焦
点
が
あ
て
ら
れ
て
い
た
が
、
時
代
の
要
請
に
合
わ
せ
る
た
め
「
児
童
虐
待
」
及
び
「
配
偶
者
に
対
す
る
暴
力
行
為
」
な

ど
家
庭
内
で
生
じ
る
暴
力
全
般
を
含
む
よ
う
に
改
正
さ
れ
た
。

ま
た
、
類
型
区
分
別
の
処
遇
方
法
に
関
し
て
マ
ニ
ュ
ア
ル
が
作
成
さ
れ
て
お
り
、
例
え
ば
、
配
偶
者
暴
力
加
害
者
に
対
し
て
は
、
①

対
象
者
本
人
を
受
容
・
理
解
し
、
治
療
の
た
め
の
信
頼
関
係
を
樹
立
す
る
、
②
暴
力
を
禁
止
す
る
、
③
言
葉
に
よ
る
感
情
表
現
力
を
身

に
付
け
さ
せ
る
こ
と
な
ど
、
暴
力
的
行
為
の
回
避
・
改
善
に
努
め
さ
せ
る
、
④
男
女
関
係
・
夫
婦
の
役
割
関
係
等
に
関
す
る
価
値
観
の

変
容
を
図
る
、
⑤
配
偶
者
と
の
関
係
の
見
直
し
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
る
、
⑥
被
害
者
等
の
安
全
を
確
保
す
る
な
ど
の
処
遇
方
針
が
示
さ

れ
て
い
る(13
)。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
処
遇
方
法
が
現
場
に
お
い
て
は
あ
ま
り
役
に
立
た
な
い
と
い
う
指
摘
が
あ
り
、
保
護
観
察

類
型
別
処
遇
を
よ
り
専
門
化
、
充
実
強
化
す
る
も
の
と
し
て
、
二
〇
〇
八
年
か
ら
「
専
門
的
処
遇
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
が
導
入
さ
れ
た(14
)。

同

プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
あ
る
種
の
犯
罪
的
傾
向
を
有
す
る
保
護
観
察
対
象
者
に
対
し
て
、
そ
の
傾
向
を
改
善
さ
せ
、
再
犯
を
予
防
す
る
た
め
、

心
理
学
等
の
専
門
的
知
識
に
基
づ
き
、
認
知
行
動
療
法(15
)を

理
論
的
規
範
と
し
て
開
発
さ
れ
た
処
遇
で
あ
り
、
性
犯
罪
者
処
遇
プ
ロ
グ
ラ

ム
、
覚
せ
い
剤
事
犯
者
処
遇
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
暴
力
防
止
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
飲
酒
運
転
防
止
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
四
種
が
あ
る(16
)。
特
に
、
暴
力
防

止
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
い
て
は
、
家
庭
内
暴
力
の
加
害
者
に
適
用
可
能
と
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
保
護
観
察
対
象
者
の
う
ち
、
家
庭

内
暴
力
の
加
害
者
の
実
態
に
関
し
て
は
詳
細
に
調
査
さ
れ
て
い
な
い(17
)。

し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
家
庭
内
暴
力
加
害
者

の
更
生
、
問
題
解
決
に
ど
れ
ほ
ど
効
果
を
あ
げ
て
い
る
か
に
つ
い
て
、
本
格
的
な
実
態
調
査
を
行
う
必
要
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る(18
)。
こ

の
よ
う
な
実
態
調
査
と
そ
の
分
析
に
よ
り
、
加
害
者
対
策
の
方
向
性
や
実
効
性
が
与
え
ら
れ
る
と
考
え
る
。
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三

諸
外
国
に
お
け
る
家
庭
内
暴
力
加
害
者
に
対
す
る
取
組

（
一
）
韓
国

韓
国
の
家
庭
内
暴
力
犯
罪
の
処
罰
に
関
す
る
特
例
法
（
以
下
で
は
「
家
庭
内
暴
力
処
罰
法
」
と
表
記
す
る
）
は
、「
家
庭
内
暴
力
を

犯
し
た
者
に
対
し
て
…
（
中
略
）
保
護
処
分
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
家
庭
内
暴
力
で
破
壊
さ
れ
た
家
庭
の
平
和
と
安
定
を
回
復
し
、
健

康
な
家
庭
を
育
成
し
、
被
害
者
と
家
族
構
成
員
の
人
権
を
保
護
す
る
こ
と
」
を
目
的
と
し
て
い
る
（
第
一
条
）。
ま
た
同
法
は
、
検
察

と
裁
判
所
は
家
庭
内
暴
力
事
件
の
性
質
・
動
機
及
び
結
果
、
行
為
者
の
性
向
な
ど
を
考
慮
し
て
家
庭
保
護
事
件
と
し
て
処
理
し
（
第
九

条
〜
第
一
二
条
）、
裁
判
所
が
家
庭
内
暴
力
加
害
者
に
対
す
る
保
護
処
分
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
定
め
て
い
る
（
第
四
〇
条
）。

同
法
に
は
、
そ
の
他
警
察
な
ど
の
関
係
者
に
よ
る
取
組
に
つ
い
て
定
め
て
い
る
。
以
下
で
は
、
同
法
に
基
づ
い
た
家
庭
内
暴
力
加
害
者

に
対
す
る
警
察
、
検
察
、
裁
判
所
の
取
組
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

1

警
察
の
取
組

（
1
）
緊
急
措
置
及
び
臨
時
措
置

進
行
中
の
家
庭
内
暴
力
に
関
し
て
申
告
を
受
け
た
司
法
警
察
は
即
時
現
場
に
急
行
し
、
①
暴
力
行
為
の
制
止
、
家
庭
内
暴
力
行
為

者
・
被
害
者
の
分
離
及
び
犯
罪
の
捜
査
を
行
い
、
②
被
害
者
を
家
庭
内
暴
力
に
関
わ
る
相
談
所
又
は
保
護
施
設
に
引
渡
し
（
被
害
者
が

同
意
し
た
場
合
に
限
る
）、
③
緊
急
治
療
が
必
要
な
被
害
者
を
医
療
機
関
に
引
渡
し
、
④
暴
力
行
為
が
再
発
す
る
可
能
性
が
あ
る
場
合
、

加
害
者
に
臨
時
措
置
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

捜
査
段
階
の
臨
時
措
置
手
続
き
は
、
検
事
が
司
法
警
察
の
申
請
又
は
職
権
に
よ
り
裁
判
所
に
請
求
し
、
裁
判
官
が
決
定
す
る
。
臨
時

措
置
の
種
類
は
、
①
被
害
者
又
は
家
族
構
成
員
の
住
居
又
は
占
有
す
る
房
室
か
ら
の
退
居
な
ど
の
隔
離
、
②
被
害
者
又
は
家
族
構
成
員
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の
住
居
又
は
職
場
な
ど
に
対
す
る
一
〇
〇
メ
ー
ト
ル
以
内
の
接
近
禁
止
、
③
被
害
者
又
は
家
族
構
成
員
に
対
す
る
「
電
気
通
信
基
本

法
」
第
二
条
第
一
号
の
電
気
通
信
を
利
用
し
た
接
近
の
禁
止
、
④
加
害
者
を
医
療
機
関
や
そ
の
他
の
療
養
所
へ
委
託
す
る
こ
と
、
⑤
加

害
者
を
留
置
場
又
は
拘
置
所
に
留
置
す
る
こ
と
な
ど
が
あ
る
。

（
2
）
緊
急
臨
時
措
置

こ
の
制
度
は
、
裁
判
所
の
臨
時
措
置
決
定
ま
で
時
間
が
か
か
る
こ
と
を
う
け
て
、
早
期
対
応
の
困
難
性
を
改
善
す
る
た
め
、
緊
急
の

場
合
に
警
察
が
職
権
に
よ
る
緊
急
臨
時
措
置
を
と
る
権
限
が
二
〇
一
一
年
七
月
二
五
日
「
家
庭
内
暴
力
処
罰
法
」
の
改
正
に
よ
っ
て
認

め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
司
法
警
察
は
緊
急
措
置
を
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
家
庭
内
暴
力
が
再
発
す
る
恐
れ
が
あ
り
、
緊
急
を
要
し

裁
判
所
の
臨
時
措
置
決
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
は
、
職
権
又
は
被
害
者
及
び
そ
の
法
廷
代
理
人
の
申
請
に
よ
っ
て
、
①
被

害
者
又
は
家
族
構
成
員
の
住
居
又
は
占
有
す
る
房
室
か
ら
の
退
居
な
ど
の
隔
離
、
②
被
害
者
又
は
家
族
構
成
員
の
住
居
又
は
職
場
な
ど

に
対
す
る
一
〇
〇
メ
ー
ト
ル
以
内
の
接
近
禁
止
、
③
被
害
者
又
は
家
族
構
成
員
に
対
す
る
「
電
気
通
信
基
本
法
」
第
二
条
第
一
号
の
電

気
通
信
を
利
用
し
た
接
近
禁
止
措
置
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
緊
急
臨
時
措
置
を
行
っ
た
後
、
警
察
は
検
事
に
遅
滞
な
く
措
置
事
実
を

報
告
し
、
検
事
は
四
八
時
間
以
内
に
裁
判
所
に
臨
時
措
置
を
請
求
す
る
。
緊
急
臨
時
措
置
権
が
警
察
に
認
め
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、

警
察
の
早
期
対
応
の
活
動
幅
が
広
く
な
っ
た
と
さ
れ
て
い
る(19
)。

（
3
）
家
庭
内
暴
力
専
担
警
察

日
本
と
同
様
に
、
韓
国
に
お
い
て
も
家
庭
内
暴
力
は
私
的
な
問
題
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
た
。
例
え
ば
、
家
庭
内
暴
力
の
申
告
が
あ
れ

ば
、
警
察
は
即
時
現
場
に
急
行
し
、
必
要
な
措
置
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
現
場
に
向
う
こ
と
を
躊
躇
し
た
り
、
現
場
に
到
着
し

て
も
き
ち
ん
と
調
査
せ
ず
、
被
害
者
を
非
難
す
る
場
合
も
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
、
警
察
は
「
家
庭
内
暴
力

専
担
警
察
制
度
」
を
施
行
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
家
庭
暴
力
専
担
警
察
（
以
下
で
は
「
専
担
警
察
」
と
表
記
す
る
）
は
、
治
安
需
要
が
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多
い
地
域
の
警
察
署
に
一
名
配
置
さ
れ
て
お
り
、
全
国
で
計
一
三
八
名
が
配
置
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
家
庭
内
暴
力
の
被
害
者
の
大
部

分
が
女
性
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
し
、
専
担
警
察
は
す
べ
て
女
性
警
察
官
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
内
訳
と
し
て
は
主
に
、
過
去
に
家
庭
内

暴
力
に
関
す
る
業
務
を
担
当
し
た
勤
務
経
験
者
（
七
三
名
（
五
二
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
））、
家
庭
内
暴
力
対
応
専
門
教
育
の
修
了
者
（
二

六
名
（
一
八
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
））、
心
理
相
談
資
格
証
の
取
得
者
（
一
二
名
（
八
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
））
が
占
め
て
い
る
。

専
担
警
察
は
、
家
庭
内
暴
力
の
被
害
者
に
対
す
る
保
護
・
支
援
業
務
と
と
も
に
家
庭
内
暴
力
が
発
生
し
た
家
庭
に
対
す
る
持
続
的
な

事
後
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を
実
施
し
、
再
発
を
予
防
す
る
業
務
を
担
当
す
る
。
ま
た
、
二
〇
一
四
年
三
月
か
ら
各
警
察
署
の
専
担
警
察
を
中

心
に
地
域
の
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
・
医
者
・
弁
護
士
な
ど
民
間
専
門
家
と
自
治
体
が
一
緒
に
参
加
す
る
「
家
庭
内
暴
力
解
決
チ
ー
ム

（
Solution
T
eam
）」
を
構
成
し
、
支
援
が
必
要
な
家
庭
を
選
別
し
、
総
合
的
か
つ
体
系
的
な
支
援
方
法
を
講
じ
る
な
ど
地
域
社
会
内

の
家
庭
内
暴
力
の
問
題
を
解
決
す
る
「
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
タ
ワ
ー
（
ControlT
ow
er）」
の
役
割
を
担
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
家
庭
内

暴
力
対
応
教
育
チ
ー
ム
も
構
成
し
、
現
場
警
察
を
対
象
と
す
る
職
務
教
育
を
実
施
し
、
家
庭
内
暴
力
事
件
に
関
す
る
早
期
対
応
の

チ
ェ
ッ
ク
と
不
十
分
な
部
分
に
関
す
る
ア
ド
バ
イ
ス
を
す
る
役
割
を
当
該
チ
ー
ム
が
担
っ
て
い
る(20
)。

ま
た
、
家
庭
内
暴
力
事
件
に
対
し

て
は
立
件
を
原
則
に
し
、
検
察
に
送
致
す
る
際
、
積
極
的
に
警
察
の
意
見
を
開
陳
す
る
な
ど
の
努
力
を
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ

う
な
制
度
が
実
際
に
ど
れ
ほ
ど
実
現
さ
れ
て
い
る
か
に
関
す
る
研
究
は
十
分
に
行
わ
れ
て
い
な
い
。

2

検
察
の
取
組

検
察
は
、
警
察
が
送
致
し
た
事
件
の
性
格
に
応
じ
て
①
刑
事
事
件
と
し
て
起
訴
す
る
こ
と(21
)、
②
家
庭
保
護
事
件
と
し
て
裁
判
所
に
送

致
す
る
こ
と
、
③
不
起
訴
処
分
を
下
す
こ
と
な
ど
が
で
き
る(22
)。
検
察
は
、
公
判
前
ダ
イ
バ
ー
ジ
ョ
ン
の
形
態
と
し
て
相
談
付
起
訴
猶
予

制
度
を
二
〇
〇
三
年
に
導
入
し
た
。
こ
の
制
度
を
導
入
し
た
理
由
は
、
家
庭
内
暴
力
加
害
者
が
着
実
に
相
談
を
受
け
る
こ
と
を
条
件
と

し
て
起
訴
猶
予
処
分
を
下
し
、
家
庭
内
暴
力
防
止
に
積
極
的
に
取
組
み
、
家
庭
内
暴
力
を
予
防
し
、
健
全
な
家
庭
を
育
成
す
る
た
め
で
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あ
る
。
同
制
度
の
対
象
事
件
は
、
軽
微
な
家
庭
内
暴
力
事
件
に
限
ら
れ
る
。
深
刻
な
家
庭
内
暴
力
事
件
（
例
え

ば
、
傷
害
が
発
生
し
た
り
、
凶
器
な
ど
を
所
持
し
た
状
態
で
発
生
し
た
暴
力
な
ど
）
は
原
則
と
し
て
対
象
か
ら

除
外
さ
れ
る(23
)。

た
だ
し
、
被
害
者
の
意
思
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
め
、
深
刻
な
家
庭
内
暴
力
の
場
合

に
お
い
て
も
、
被
害
者
が
家
庭
維
持
の
意
思
を
表
明
し
た
場
合
、
検
事
は
相
談
条
件
付
起
訴
猶
予
の
処
分
を
す

る
可
能
性
が
高
い(24
)。
検
事
は
、
被
害
者
の
意
思
を
尊
重
し
、
そ
の
意
思
に
基
づ
い
て
判
断
す
る
が
、
必
ず
し
も

そ
の
意
思
に
拘
束
さ
れ
る
と
は
限
ら
な
い(25
)。

相
談
条
件
付
起
訴
猶
予
制
度
は
、
不
処
分
比
率
が
高
く
、
保
護
処

分
の
決
定
ま
で
長
時
間
か
か
る
な
ど
裁
判
所
の
消
極
的
な
対
応
の
改
善
を
目
的
と
し
て
発
足
し
た
。
同
制
度
の

適
用
を
受
け
た
者
は
、
二
〇
〇
七
年
に
一
七
七
名
、
二
〇
〇
八
年
に
四
八
八
名
、
二
〇
〇
九
年
に
三
七
九
名
、

二
〇
一
〇
年
に
二
一
六
名
で
あ
る(26
)。

起
訴
猶
予
制
度
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
る
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
は
民
間
相
談
所
に
委
託
さ
れ
、
カ
ウ
ン
セ
リ
ン

グ
の
時
間
は
加
害
者
の
再
犯
可
能
性
、
暴
力
の
程
度
、
本
人
の
態
度
及
び
相
談
所
と
検
察
官
の
意
見
に
よ
っ
て

決
ま
る(27
)。
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
方
法
と
し
て
は
、
警
察
官
が
被
害
者
の
同
意
を
得
て
、
加
害
者
と
被
害
者
が
共
に

参
加
す
る
方
法
で
行
わ
れ
る
場
合
が
多
い
と
報
告
さ
れ
て
い
る(28
)。
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
の
効
果
に
つ
い
て
、
大
邱

地
方
検
察
庁
の
場
合
、
家
庭
内
暴
力
が
再
発
し
た
事
案
は
、
四
三
件
の
う
ち
二
件
で
あ
り(29
)、

他
の
地
方
検
察
庁

に
お
い
て
も
、
再
犯
件
数
は
二
〇
件
の
う
ち
一
か
ら
二
件
に
留
ま
っ
て
い
る(30
)。
ま
た
、
女
性
家
族
部
の
調
査
に

よ
る
と
、
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
を
受
け
た
加
害
者
は
、
身
体
的
暴
力
、
精
神
的
暴
力
、
ス
ト
レ
ス
程
度
等
の
項
目

に
お
い
て
肯
定
的
な
変
化
を
も
た
ら
し
た
と
報
告
さ
れ
て
い
る(31
)。
相
談
条
件
付
起
訴
猶
予
の
処
分
を
受
け
た
同

制
度
の
施
行
効
果
に
つ
い
て
は
、
再
犯
率
が
低
い
水
準
を
維
持
し
、
あ
る
程
度
効
果
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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[表 1] 家庭内暴力と相談条件付起訴猶予処分者の再犯率

年 度 2007 2008 2009 2010 2011 2012

家庭内暴力の再犯率（％) ― 7.9 ― 20.3 32.9 32.2

相談条件付起訴猶予処分者の
再犯率（％) 12.4 11.2 11.3 15.3 15.6 8.9



﹇
表
1(32
)﹈

で
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
再
犯
率
に
つ
い
て
毎
年
調
べ
ら
れ
て
お
ら
ず
正
確
な
把
握
は
難
し
い
が
、
相
談
条
件
付
起
訴
猶
予
処

分
を
受
け
た
者
は
、
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
を
受
け
な
か
っ
た
者
と
比
べ
て
低
い
再
犯
率
を
維
持
し
て
い
る
。
今
後
、
相
談
条
件
付
起
訴
猶

予
の
効
果
に
つ
い
て
定
期
的
な
調
査
を
通
じ
て
検
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
の
内
容
、
形
式
等
に
よ
っ
て

得
ら
れ
る
暴
力
改
善
効
果
が
異
な
る
場
合
、
そ
れ
に
つ
い
て
分
析
し
、
明
確
な
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
つ
く
る
課
題
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

3

裁
判
所
の
取
組

裁
判
所
に
家
庭
内
暴
力
事
件
を
移
管
す
る
場
合
、
家
庭
保
護
事
件
又
は
刑
事
事
件
と
し
て
処
理
さ
れ
る
。
家
庭
内
暴
力
事
件
が
起
訴

さ
れ
、
刑
事
事
件
と
し
て
処
理
さ
れ
る
場
合
、
傷
害
罪
、
暴
行
罪
、
暴
行
致
死
傷
罪(33
)な
ど
で
処
罰
さ
れ
る
が
、
非
常
に
深
刻
な
傷
害
が

発
生
し
て
い
な
い
場
合
は
、
殆
ど
が
罰
金
刑
で
処
罰
さ
れ
る
。
ま
た
、
不
起
訴
処
分
の
場
合
は
、
起
訴
猶
予
が
三
分
の
一
、
公
訴
権
な

し
が
三
分
の
二
を
占
め
て
い
る(34
)。

家
庭
保
護
事
件
と
し
て
処
理
さ
れ
る
事
件
は
、
家
庭
裁
判
所
又
は
地
方
裁
判
所
が
管
轄
す
る(35
)。
裁
判
所
が
家
庭
保
護
事
件
を
調
査
・

審
理
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
医
学
・
心
理
学
・
社
会
学
・
社
会
福
祉
学
そ
の
他
専
門
的
知
識
を
活
用
し
、
行
為
者
・
被
害
者
そ
の
他

家
庭
構
成
員
の
性
向
・
経
歴
・
家
庭
状
況
と
家
庭
内
暴
力
犯
罪
の
動
機
・
原
因
及
び
実
体
等
を
明
ら
か
に
し
て
家
庭
の
平
和
・
安
定
を

回
復
し
、
被
害
者
と
家
族
構
成
員
の
人
権
を
保
護
す
る
と
い
う
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
適
切
な
処
分
が
な
さ
れ
る
よ
う
努
力
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
定
め
ら
れ
て
い
る
（
韓
国
家
庭
暴
力
処
罰
法
第
一
九
条
）。﹇
表
2(36
)﹈
は
、
最
近
一
〇
年
間
の
家
庭
保
護
事
件
の
状
況

で
あ
る
。
二
〇
〇
三
年
か
ら
減
少
傾
向
に
あ
っ
た
総
処
理
件
数
が
二
〇
〇
六
年
に
増
加
し
た
の
は
、
二
〇
〇
五
年
の
家
庭
暴
力
処
罰
法

改
正
の
影
響
で
は
な
い
か
と
推
測
で
き
る
。
な
ぜ
な
ら
、「
裁
判
官
が
家
庭
保
護
事
件
を
審
理
し
た
結
果
、
被
害
者
の
告
訴
が
な
け
れ

ば
公
訴
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
又
は
被
害
者
の
明
示
し
た
意
思
に
反
し
て
公
訴
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
家
庭
内
暴
力
の

み
を
対
象
と
す
る
家
庭
保
護
事
件
に
対
す
る
告
訴
が
取
り
消
さ
れ
、
又
は
被
害
者
が
処
罰
を
希
望
し
な
い
明
示
上
の
意
思
表
現
が
あ
る

家庭内暴力加害者への対策
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と
き
は
、
処
分
し
な
い
と
い
う
決
定
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
す

る
改
正
前
の
同
法
第
三
七
条
第
一
項
が
削
除
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
家
庭
保
護
事
件
と
し
て
処
理
さ
れ
た
事
件
の
不

処
分
率
は
約
三
〇
パ
ー
セ
ン
ト
で
、
全
体
の
三
分
の
一
を
占
め
て
い
る(37
)。

家
庭
内
暴
力
は
反
復
し
た
り
エ
ス
カ
レ
ー
ト
す
る
な
ど
潜
在
的
危
険
性

が
あ
る
た
め
、
不
処
分
決
定
を
す
る
際
は
慎
重
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
し
た
が
っ
て
、
不
処
分
決
定
を
し
た
理
由
と
不
処
分
の
割
合
が
適

当
で
あ
る
か
な
ど
に
関
す
る
検
討
が
十
分
に
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

家
庭
保
護
事
件
に
対
す
る
保
護
処
分
の
種
類
は
、
接
近
行
為
制
限
、

親
権
行
使
制
限
、
社
会
奉
仕
・
受
講
命
令
、
保
護
観
察
、
監
護
委
託
、

治
療
委
託
、
相
談
委
託
が
あ
り
、
併
科
処
分
も
可
能
で
あ
る
。
そ
の
う

ち
、
相
談
委
託
は
二
〇
〇
〇
年
に
は
六
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
て
い

た
が
、
二
〇
一
二
年
に
は
一
七
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
り
、
二
〇
〇
〇
年
と

比
し
て
約
三
倍
増
加
し
た(38
)。

①
保
護
観
察
と
相
談
、
②
保
護
観
察
と
社

会
奉
仕
、
③
保
護
観
察
の
処
分
を
受
け
た
対
象
者
に
対
す
る
暴
力
抑
制

な
ど
の
介
入
の
効
果
を
比
較
し
た
研
究
に
よ
る
と
、
①
保
護
観
察
と
相

談
が
併
科
さ
れ
た
場
合
が
短
期
的
な
効
果
が
高
い
こ
と
が
明
ら
か
に

な
っ
た
。
し
か
し
、
暴
力
抑
制
効
果
は
時
間
の
経
過
に
よ
っ
て
減
少
傾
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[表 2] 家庭保護事件の申請・処理状況

申 請 処 理
前年度に対する増減比率（％)

申 請 処 理

2003 5944 5551 17.7 －10.5

2004 5387 5852 －9.4 5.4

2005 4553 4405 －15.5 －24.1

2006 4221 4792 －7.3 8.8

2007 4747 4550 12.5 5.1

2008 4865 5132 2.5 12.8

2009 4714 4822 －3.1 －6.0

2010 3251 3812 －30.9 －20.9

2011 3087 2971 －5.2 －22.1

2012 3801 3626 19 22



向
に
あ
っ
た(39
)。

加
害
者
の
暴
力
行
為
を
抑
制
す
る
た
め
に
は
、
長
期
的
・
定
期
的
に
チ
ェ
ッ
ク
す
る
こ
と
が
で
き
る
方
法
を
講
じ
る
必

要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
二
）

ア
メ
リ
カ
合
衆
国

1

家
庭
内
暴
力
に
対
す
る
取
組

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
い
て
家
庭
内
暴
力
対
応
に
関
す
る
三
つ
の
連
邦
法
は
、
児
童
虐
待
防
止
及
び
治
療
法
（
以
下
で
は
「
児
童
虐

待
防
止
法
」
と
表
記
す
る
、
一
九
七
四
年
制
定
）、
家
庭
内
暴
力
防
止
及
び
サ
ー
ビ
ス
法
（
以
下
で
は
「
家
庭
内
暴
力
防
止
法
」
と
表

記
す
る
、
一
九
八
四
年
制
定
）、
高
齢
者
公
正
法
（
二
〇
一
〇
年
制
定
）
で
あ
る
。
三
つ
の
う
ち
、
最
初
制
定
さ
れ
た
児
童
虐
待
防
止

法
の
き
っ
か
け
に
な
っ
た
の
は
、
一
九
六
一
年
に
シ
カ
ゴ
で
開
催
さ
れ
た
第
三
〇
回
ア
メ
リ
カ
小
児
科
学
会
年
次
第
会
で
発
表
さ
れ
た

「
被
虐
待
児
症
候
群
（
T
he
Bettered
Child
Syndrom
）」
と
い
う
論
文
で
あ
る
。
そ
の
後
、
連
邦
会
議
及
び
多
く
の
州
議
会
に
お

い
て
児
童
虐
待
対
応
の
立
法
化
に
向
け
た
社
会
運
動
が
展
開
さ
れ
た
。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
児
童
虐
待
に
対
す
る
取
組
は
、
日
韓
と
比

し
て
は
る
か
に
早
く
、
一
九
六
〇
年
代
の
終
わ
り
頃
ま
で
に
は
、
ほ
と
ん
ど
の
州
に
お
い
て
児
童
保
護
サ
ー
ビ
ス
法
が
制
定
さ
れ
、
児

童
虐
待
や
ネ
グ
レ
ク
ト
の
疑
い
の
あ
る
ケ
ー
ス
の
通
報
を
義
務
化
す
る
規
定
が
定
め
ら
れ
た
。
一
方
、
家
庭
内
暴
力
防
止
法
に
関
し
て

は
、
児
童
虐
待
防
止
法
の
立
法
化
に
み
ら
れ
た
よ
う
な
、
特
定
で
き
る
よ
う
な
き
っ
か
け
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
同
法
立
法
化
の
背

景
に
は
、
一
九
六
〇
年
代
か
ら
活
発
化
し
た
公
民
権
運
動
や
女
性
解
放
運
動
な
ど
が
あ
っ
た
と
言
え
よ
う(40
)。

児
童
虐
待
防
止
法
と
家
庭
内
暴
力
防
止
法
が
制
定
さ
れ
た
後
、
一
九
八
〇
年
後
半
か
ら
一
九
九
〇
年
代
ま
で
の
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の

家
庭
内
暴
力
に
対
す
る
取
組
に
は
大
き
な
変
化
が
あ
っ
た(41
)。
そ
の
変
化
と
は
、
家
庭
内
暴
力
へ
の
積
極
的
な
介
入
が
行
わ
れ
た
こ
と
で

あ
る(42
)。

例
え
ば
、
警
察
が
家
庭
内
暴
力
な
ど
の
軽
犯
罪
を
目
撃
し
な
か
っ
た
場
合
、
犯
罪
者
を
令
状
な
し
で
逮
捕
す
る
の
が
難
し
か
っ
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た
が
、
令
状
な
し
逮
捕
の
要
件
が
「
目
撃
」
か
ら
「
推
定
」
に
変
わ
り(43
)、

家
庭
内
暴
力
が
行
わ
れ
た
状
況
か
ら
推
定
し
て
令
状
な
し
で

逮
捕
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
（
令
状
な
し
逮
捕
：
W
arrantless
A
rrest）。
ま
た
、
家
庭
内
暴
力
加
害
者
の
逮
捕
に
対

す
る
警
察
の
裁
量
を
制
限
す
る
た
め(44
)、

加
害
者
を
義
務
的
に
逮
捕
す
る
制
度
が
導
入
さ
れ
て
お
り
（
義
務
的
逮
捕
政
策
：
M
andatory

A
rrest
(45
)）、
過
半
数
以
上
の
州
の
警
察
学
校
で
は
、
家
庭
内
暴
力
教
育
を
義
務
化
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
結
果
的
に
家
庭
内
暴
力
の
加

害
者
が
警
察
に
よ
っ
て
逮
捕
さ
れ
る
割
合
が
一
九
九
二
年
に
は
二
三
パ
ー
セ
ン
ト
だ
っ
た
が
、
二
〇
〇
三
年
に
は
二
倍
以
上
増
加
し
五

一
パ
ー
セ
ン
ト
に
な
っ
た(46
)。

さ
ら
に
、
検
事
は
被
害
者
の
告
訴
が
な
く
て
も
家
庭
内
暴
力
の
加
害
者
を
起
訴
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
な
り
（
V
ictim
less
Prosecution）、
州
ご
と
に
家
庭
内
暴
力
で
起
訴
さ
れ
た
事
件
を
取
り
下
げ
る
こ
と
を
厳
格
に
規
制
（
起
訴
強

制
政
策
：
N
o-drop
policy）
す
る
州
も
多
い(47
)。

2

加
害
者
プ
ロ
グ
ラ
ム

（
1
）
背
景

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
い
て
、
加
害
者
更
正
・
治
療
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
以
下
で
は
、
単
に
「
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
と
表
記
す
る
）
な
ど
が
導

入
さ
れ
た
背
景
は
、
矯
正
施
設
の
飽
和
問
題
と
関
係
が
あ
る
。
一
九
七
〇
年
後
半
か
ら
一
九
九
〇
年
代
に
か
け
て
、
州
及
び
連
邦
刑
務

所
の
人
口
が
二
倍
以
上
増
加
し
、
刑
務
所
等
の
過
剰
拘
禁
問
題
が
発
生
し
た
。
こ
の
問
題
は
、
刑
事
司
法
が
直
面
す
る
最
も
危
機
的
問

題
と
認
識
さ
れ
、
そ
の
解
決
が
強
く
求
め
ら
れ
た(48
)。

裁
判
所
は
、
そ
の
解
決
策
の
一
つ
と
し
て
、
刑
務
所
の
更
な
る
過
剰
収
容
を
防
ぐ

た
め
に
、
初
犯
の
加
害
者
を
刑
務
所
に
送
り
込
ま
な
い
社
会
的
な
解
決
法
を
追
求
し
た
。
家
庭
内
暴
力
加
害
者
が
初
犯
で
あ
る
場
合
、

刑
務
所
に
収
監
せ
ず
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
中
で
改
善
更
生
を
す
る
試
み
も
対
策
と
し
て
取
り
入
れ
ら
れ
て
き
た
。
州
ご
と
に
異
な
る

が
、
初
犯
の
家
庭
内
暴
力
加
害
者
が
執
行
猶
予
を
受
け
た
場
合
、
裁
判
所
が
加
害
者
に
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
完
了
す
る
よ
う
に
義
務
付
け
る

州
が
多
か
っ
た(49
)。
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さ
ら
に
、
社
会
を
悩
ま
せ
、
家
族
と
子
供
た
ち
を
深
く
傷
つ
け
る
家
庭
内
暴
力
を
終
わ
ら
せ
よ
う
と
す
る
努
力
に
対
し
て
、
社
会
の

な
か
か
ら
様
々
な
反
応
が
起
こ
っ
て
き
た
。
一
九
七
〇
年
代
に
は
犠
牲
者
と
子
ど
も
た
ち
を
保
護
す
る
た
め
に
殴
ら
れ
た
女
性
た
ち
の

運
動
が
始
ま
り
、
そ
れ
が
家
庭
内
暴
力
の
法
的
な
処
罰
の
み
な
ら
ず
、
加
害
者
へ
の
治
療
に
ま
で
拡
大
し
て
い
っ
た(50
)。
家
庭
内
暴
力
加

害
者
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
暴
力
被
害
者
女
性
運
動
の
求
め
に
応
じ
た
自
発
的
な
男
性
の
反
応
と
し
て
始
ま
っ
た
。
彼
ら
は
家
父
長
的
信

念
に
基
づ
く
女
性
へ
の
暴
力
に
対
峙
し
よ
う
と
し
た
。
最
初
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
生
ま
れ
た
の
は
、
ボ
ス
ト
ン
地
域
シ
ェ
ル
タ
ー
で
働
く

女
性
の
要
求
が
き
っ
か
け
で
あ
る
。
現
在
で
は
、
こ
う
し
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
総
合
的
・
組
織
的
対
応
の
不
可
欠
な
部
分
と
な
っ
て
お
り
、

裁
判
所
で
は
、
保
護
観
察
中
の
家
庭
内
暴
力
加
害
者
に
対
す
る
代
替
刑
と
し
て
、
彼
ら
を
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
送
り
込
む
こ
と
が
普
通
と

な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
動
き
は
、
上
記
で
言
及
し
た
家
庭
内
暴
力
に
対
す
る
積
極
的
介
入
に
よ
っ
て
促
進
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
令
状
な
し
逮
捕
、
義
務
的
逮
捕
や
検
察
に
よ
る
起
訴
強
制
制
度
な
ど
の
積
極
的
な
介
入
に
よ
り
、
有
罪
判
決
を
受
け
た
家

庭
内
暴
力
加
害
者
の
人
数
が
増
え(51
)、
裁
判
所
に
よ
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
参
加
命
令
も
増
加
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
2
）
家
庭
内
暴
力
の
介
入
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
特
徴

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
家
庭
内
暴
力
に
関
す
る
対
応
策
の
核
心
は
、
刑
事
司
法
機
関
と
地
域
社
会
の
間
の
相
互
協
力
を
通
じ
て
①
被
害

者
の
安
全
を
保
障
し
、
②
加
害
者
に
責
任
を
負
わ
せ
る
よ
う
に
し
、
③
家
庭
内
暴
力
を
社
会
か
ら
根
絶
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム

（
Intervention
System
）
が
活
性
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
内
容
は
多
様
で
あ
る
が
、

認
知
行
動
的
又
は
精
神
治
療
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
結
合
さ
れ
た
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
的
教
育
モ
デ
ル(52
)が
多
用
さ
れ
て
い
る
。
代
表
的
な
プ
ロ
グ

ラ
ム
は
、
①
ダ
ル
ー
ス
、
②
EM
ERGE
M
O
D
EL、
③
A
M
EN
D
M
O
D
EL
で
あ
る
。
三
つ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
類
似
の
構
造
で
あ
る

が
、
①
は
、
主
に
早
期
に
介
入
す
る
た
め
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
り
、
②
・
③
は
深
層
的
で
、
強
化
さ
れ
た
集
団
相
談
の
た
め
の
プ
ロ
グ

ラ
ム
で
あ
る
。
一
般
的
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
流
れ
は
、
①
申
請
：
刑
事
司
法
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
加
害
者
と
の
接
触
、
②
評
価
：
プ
ロ
グ
ラ
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ム
に
対
す
る
加
害
者
の
同
意
に
基
づ
い
て
、
虐
待
、
薬
物
依
存
、
精
神
的
問
題
そ
の
他
の
問
題
の
危
険
性
を
評
価
、
③
被
害
者
と
の
接

触
：
パ
ー
ト
ナ
ー
に
加
害
者
の
情
報
を
告
知
、
④
開
始
教
育
：
指
示
的
・
教
訓
的
な
性
格
の
教
育
、
⑤
集
団
治
療
：
議
論
及
び
怒
り
の

調
節
、
精
神
治
療
な
ど
、
⑥
プ
ロ
グ
ラ
ム
完
了
、
⑦
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
で
あ
る(53
)。

（
3
）
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
効
果

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
は
、
家
庭
内
暴
力
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
拡
散
と
と
も
に
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
効
果
に
つ
い
て
も
関
心
が
強
ま
り
、
そ
れ
に

関
す
る
研
究
も
活
発
に
行
わ
れ
た
。
家
庭
内
暴
力
加
害
者
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
暴
力
抑
制
効
果
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
や
や
情
報
は
古
い

も
の
の
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

ま
ず
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
評
価
報
告
を
全
般
的
に
み
る
と
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
完
了
一
年
後
の
再
犯
率
は
約
一
五
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
五
〇
パ
ー

セ
ン
ト
で
あ
る(54
)。

エ
ー
デ
ル
ソ
ン
と
グ
ル
ス
ズ
ン
ス
キ
ー
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
完
了
し
た
者
の
六
ヶ
月
後
か
ら
一
年
後

ま
で
の
再
犯
率
は
約
三
〇
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る(55
)。
ダ
ッ
ト
ン
は
、
治
療
を
受
け
な
か
っ
た
加
害
者
が
再
逮
捕
さ
れ
る
割
合
は
四
〇
パ
ー

セ
ン
ト
で
あ
る
こ
と
に
比
し
て
、
治
療
を
受
け
た
加
害
者
の
場
合
は
四
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た(56
)。

ス
タ
イ
マ
ン

は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
介
入
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
参
加
し
た
加
害
者
が
プ
ロ
グ
ラ
ム
完
了
一
年
後
、
再
逮
捕
又
は
裁
判
所
に
召
喚
さ
れ
る

割
合
は
、
約
二
〇
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
と
報
告
し
た(57
)。
メ
ラ
ニ
ー
が
五
年
間
に
わ
た
っ
て
実
施
し
た
追
跡
調
査
に
よ
る
と
、
加
害
者
の

再
犯
率
が
約
四
〇
パ
ー
セ
ン
ト
で
他
研
究
と
比
し
て
高
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
う
ち
有
罪
判
決
は
、
二
二
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
り
、
ス

タ
イ
ン
マ
ン
が
発
表
し
た
再
逮
捕
率
二
〇
パ
ー
セ
ン
ト
と
類
似
の
数
値
で
あ
る(58
)。
 ダ
ッ
ト
ン
（
他
）
が
自
己
報
告
と
パ
ー
ト
ナ
ー
の

報
告
に
基
づ
い
て
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
完
了
し
た
加
害
者
の
変
化
を
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
怒
り
の
レ
ベ
ル
、
暴
力
の
使
用
、
精
神
的
な
虐

待
の
程
度
が
低
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
の
結
果
は
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
完
了
後
、
二
七
ヶ
月
が
経
っ
た
加
害
者
を
追
跡
し
た
結

果
で
あ
り
、
治
療
の
効
果
が
二
七
ヶ
月
間
続
い
て
い
る
こ
と
を
示
す(59
)。

バ
ッ
プ
ス
コ
ク
に
よ
る
と
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
途
中
で
や
め
て
も
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再
犯
率
が
二
三
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
っ
た
が
、
刑
事
処
罰
だ
け
を
う
け
た
加
害
者
の
再
犯
率
は
六
二
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
っ
た(60
)。

四

日
本
の
加
害
者
対
策
の
あ
り
方
に
つ
い
て

（
一
）
家
庭
内
暴
力
加
害
者
に
対
す
る
伝
統
的
刑
事
制
裁

家
庭
内
暴
力
に
対
す
る
日
本
の
取
組
は
、
主
と
し
て
被
害
者
を
対
象
に
し
、
被
害
者
を
逃
が
す
こ
と
と
被
害
者
に
対
す
る
精
神
的
な

相
談
・
治
療
に
か
な
り
の
力
を
注
い
で
き
た(61
)。

し
か
し
、
加
害
者
自
身
が
暴
力
行
為
に
対
す
る
責
任
を
負
わ
ず
、
被
害
者
が
家
庭
を
捨

て
て
逃
げ
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
現
状
は
不
平
等
で
あ
る
と
考
え
る
。
さ
ら
に
、
加
害
者
の
暴
力
性
向
を
矯
正
す
る
取
組
が
な
い

場
合
、
暴
力
行
為
の
改
善
が
期
待
で
き
ず
凶
悪
化
し
て
傷
害
や
殺
人
に
ま
で
至
る
恐
れ
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
潜
在
的
な
犯
罪
の
危
険

性
を
除
去
し
、
国
民
を
犯
罪
か
ら
保
護
し
、
社
会
の
安
全
を
保
つ
こ
と
が
刑
法
の
重
要
な
役
割
で
あ
る
。
刑
法
に
は
、
規
制
的
機
能
、

秩
序
維
持
機
能
、
自
由
保
障
機
能
が
あ
る
。
特
に
、
秩
序
維
持
機
能
は
、
国
家
が
刑
法
を
手
段
と
し
て
犯
罪
者
を
処
罰
し
、
国
家
的
秩

序
な
い
し
社
会
的
秩
序
を
維
持
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
秩
序
を
維
持
す
る
た
め
に
刑
法
が
も
つ
社
会
的
機
能
と
し
て
の
一
般
予
防

機
能
と
特
別
予
防
機
能
は
、
ど
ち
ら
も
欠
か
せ
な
い
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
刑
法
に
は
、
国
民
一
般
を
犯
罪
か
ら

遠
ざ
け
る
と
と
も
に
、
す
で
に
罪
を
犯
し
た
者
が
、
再
び
同
じ
よ
う
な
行
為
を
し
な
い
よ
う
に
す
る
機
能
を
有
し
て
い
る
、
こ
れ
が
一

般
予
防
機
能
と
特
別
予
防
機
能
で
あ
る(62
)。
そ
の
う
ち
、
暴
力
の
反
復
・
エ
ス
カ
レ
ー
ト
の
傾
向
に
あ
る
家
庭
内
暴
力
加
害
者
の
暴
力
行

為
を
矯
正
し
、
犯
罪
の
再
発
を
予
防
す
る
特
別
予
防
機
能
が
重
要
な
意
味
を
も
つ
。
し
た
が
っ
て
、
家
庭
内
暴
力
を
予
防
し
、
再
発
を

防
ぐ
た
め
に
、
よ
り
効
果
的
・
合
理
的
な
刑
事
的
介
入
策
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
稿
に
お
い
て
検
討
し
た
韓
国
の
相
談
条
件

付
起
訴
猶
予
制
度
、
裁
判
所
の
保
護
処
分
制
度
、
専
担
警
察
制
度
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
義
務
的
逮
捕
制
度
、
令
状
な
し
逮
捕
、
逮
捕

奨
励
制
度
、
加
害
者
に
対
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
へ
の
参
加
命
令
な
ど
は
再
発
防
止
に
向
け
た
特
別
予
防
的
観
点
か
ら
行
わ
れ
た
具
体
例
で
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あ
る
と
い
え
よ
う
。

家
庭
内
暴
力
に
取
組
む
た
め
、
被
害
者
と
加
害
者
を
引
き
離
す
だ
け
で
は
、
家
庭
内
暴
力
問
題
を
真
に
解
決
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な

い
。
す
な
わ
ち
、
国
家
に
よ
る
強
制
力
に
よ
っ
て
、
単
に
被
害
者
と
加
害
者
を
引
き
離
し
た
だ
け
で
は
、
真
の
問
題
を
放
置
す
る
に
等

し
く
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う(63
)。
ま
た
、
加
害
者
に
対
し
て
罰
金
刑
、
懲
役
刑
な
ど
の
刑
罰
を
科
す
こ
と
は
、
被
害
者
の
保
護
・
支
援

に
と
っ
て
は
役
に
立
た
な
い
だ
け
で
な
く
、
例
え
ば
、
経
済
的
・
社
会
的
依
存
関
係
に
あ
る
被
害
者
と
加
害
者
に
お
い
て
は
、
む
し
ろ

被
害
者
を
経
済
的
な
苦
境
に
立
た
せ
る
恐
れ
が
あ
る
。
家
庭
内
暴
力
加
害
者
の
暴
力
を
や
め
さ
せ
、
再
犯
を
防
止
す
る
た
め
に
は
、
加

害
者
の
更
生
に
あ
る
程
度
効
果
を
上
げ
て
い
る
諸
外
国
の
取
組
を
検
討
し
、
日
本
に
お
け
る
示
唆
を
得
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

本
稿
は
こ
こ
ま
で
韓
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
取
組
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
そ
こ
で
、
以
下
で
は
日
本
に
お
け
る
加
害
者
対
策
に
関
し

て
述
べ
る
。

（
二
）
新
た
な
刑
事
制
裁
と
し
て
の
加
害
者
対
策

本
稿
で
は
、
家
庭
内
暴
力
防
止
の
た
め
に
は
、
加
害
者
対
策
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
何
度
も
強
調
し
た
。
諸
外
国
に
お
い
て
は
、
加

害
者
の
暴
力
行
為
を
や
め
さ
せ
る
た
め
に
、
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
参
加
な
ど
の
更
生
を
中
心
に
し
た
対
策
が
行
わ
れ
て
お

り
、
そ
の
効
果
も
検
証
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
日
本
で
は
加
害
者
更
生
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
実
施
し
て
い
る
機
関
が
あ
る
が
、
そ
の
参
加

は
法
的
に
は
義
務
付
け
ら
れ
て
い
な
い
。
内
閣
府
の
「
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
加
害
者
更
生
に
関
す
る
検
討
委
員
会
報
告
書
（
二
〇
〇

六
年
六
月
）」
に
よ
る
と
、
日
本
の
よ
う
に
任
意
参
加
に
よ
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
実
施
し
た
場
合
、
①
自
分
の
行
動
・
認
識
を
改
善
し
よ

う
と
す
る
加
害
者
の
み
が
参
加
す
る
た
め
、
そ
の
行
為
・
認
識
を
矯
正
す
る
必
要
性
が
高
い
加
害
者
の
参
加
を
期
待
す
る
こ
と
が
難
し

い
こ
と
、
②
相
手
の
復
縁
を
求
め
る
口
実
、
裁
判
に
お
け
る
心
証
を
良
く
し
よ
う
と
す
る
な
ど
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
本
来
の
趣
旨
と
異
な
る
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意
図
か
ら
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
受
講
す
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
な
ど
が
問
題
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
る(64
)。

家
庭
内
暴
力
の
問
題
を
解
決
し
、

新
た
な
被
害
を
防
止
す
る
た
め
に
、
加
害
者
更
生
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
義
務
化
及
び
積
極
的
な
活
用
の
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
方

法
と
し
て
は
、
第
一
に
、
矯
正
施
設
に
お
い
て
加
害
者
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
参
加
や
個
別
的
な
指
導
な
ど
を
行
う
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
現
在
は
、
矯
正
施
設
に
お
け
る
家
庭
内
暴
力
加
害
者
に
対
す
る
特
別
な
配
慮
は
存
在
せ
ず
、
作
業
中
心
の
矯
正
処
遇
を
行
っ
て

い
る
。
こ
の
よ
う
な
伝
統
的
刑
罰
の
抑
止
効
果
に
つ
い
て
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
数
多
く
の
実
証
的
研
究
に
よ
っ
て
疑
問
視
さ
れ
て

い
る(65
)。

家
庭
内
暴
力
の
よ
う
に
暴
力
が
エ
ス
カ
レ
ー
ト
、
反
復
す
る
傾
向
に
あ
る
犯
罪
は
、
加
害
者
の
暴
力
行
為
を
矯
正
す
る
こ
と
が

重
要
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
単
な
る
懲
役
刑
だ
け
で
な
く
、
暴
力
行
為
の
矯
正
に
向
け
た
取
組
み
が
必
要
だ
と
思
わ
れ
る
。
第
二
に
、

暴
力
の
程
度
が
大
き
く
な
い
場
合
や
保
護
命
令
違
反
に
対
し
て
は
、
懲
役
刑
で
な
く
プ
ロ
グ
ラ
ム
参
加
を
義
務
付
け
る
制
度
を
設
け
る

べ
き
で
あ
る
。
軽
微
な
暴
力
を
振
る
っ
た
加
害
者
に
対
し
て
懲
役
刑
を
下
す
こ
と
は
、
家
族
の
繋
が
り
が
絶
た
れ
家
族
関
係
の
崩
壊
を

招
来
し
た
り
、
家
族
構
成
員
に
経
済
的
な
窮
乏
を
も
た
ら
す
恐
れ
が
あ
る
。
ま
た
、
家
庭
内
暴
力
の
程
度
が
軽
微
で
あ
る
場
合
、
短
期

自
由
刑
に
処
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
が
、
短
期
自
由
刑
は
、
①
収
監
期
間
が
短
い
た
め
、
教
育
・
改
善
効
果
が
乏
し
い
、
②
家
族
の
物

質
的
・
精
神
的
な
困
窮
を
も
た
ら
す
の
み
で
、
受
刑
者
の
釈
放
後
の
社
会
復
帰
も
困
難
に
さ
せ
る(66
)等
の
問
題
点
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て

こ
の
よ
う
な
場
合
、
懲
役
の
代
替
手
段
と
し
て
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
参
加
に
つ
い
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
ま
た
、「
家
庭
内
暴
力
の

程
度
が
大
き
く
な
い
場
合
」
又
は
「
軽
微
な
暴
力
」
な
ど
代
替
手
段
の
対
象
と
な
る
事
案
に
つ
い
て
そ
の
明
確
な
基
準
を
定
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
第
三
に
、
家
庭
内
暴
力
が
処
罰
の
対
象
と
な
ら
な
か
っ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
将
来
的
に
は
暴
力
が
発
生
す
る
危
険
性

が
高
い
た
め
、
必
要
に
応
じ
て
積
極
的
な
介
入
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
韓
国
で
は
家
庭
内
暴
力
専
担
警
察
、
ア
メ

リ
カ
合
衆
国
で
は
義
務
的
逮
捕
制
度
、
家
庭
内
暴
力
に
つ
い
て
専
門
的
な
知
識
を
有
し
て
い
る
人
材
の
養
成
、
令
状
な
し
逮
捕
、
検
察

に
よ
る
起
訴
強
制
制
度
等
が
施
行
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
積
極
的
な
介
入
に
つ
い
て
は
検
討
の
余
地
が
あ
り
、
日
本
に
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お
い
て
も
評
価
が
割
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
義
務
的
逮
捕
に
つ
い
て
は
、
小
島
妙
子
弁
護
士
は
、
逮
捕
だ
け
で
は

Ｄ
Ｖ
犯
罪
の
予
防
と
な
ら
な
い
こ
と
、
逮
捕
に
「
処
罰
と
し
て
の
逮
捕
」
と
い
う
機
能
を
任
せ
る
こ
と
は
警
察
権
限
濫
用
の
お
そ
れ
が

あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
反
対
し
て
い
る(67
)。

一
方
、
吉
川
真
美
子
教
授
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
は
、
義
務
的
逮
捕
が
警
察
官
の
ジ
ェ
ン

ダ
ー
バ
イ
ア
ス
に
よ
る
恣
意
的
な
逮
捕
回
避
を
防
止
し
、
被
害
者
保
護
に
役
に
立
っ
て
い
る
と
し
て
賛
成
し
て
い
る(68
)。
ア
メ
リ
カ
合
衆

国
の
家
庭
内
暴
力
関
連
制
度
に
つ
い
て
は
、
賛
否
両
論
あ
る
。
さ
ら
に
、
日
本
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
は
、
法
体
系
が
異
な
る
た
め
、
今

後
導
入
可
能
性
に
対
す
る
慎
重
な
検
討
が
求
め
ら
れ
る
と
思
う
。
ま
た
、
日
本
に
お
い
て
専
担
警
察
制
度
を
す
ぐ
導
入
す
る
こ
と
は
難

し
く
、
同
制
度
に
よ
る
家
庭
内
暴
力
の
防
止
が
ど
の
く
ら
い
効
果
を
上
げ
て
い
る
か
に
対
す
る
検
証
も
ま
だ
な
さ
れ
て
い
な
い
。
し
た

が
っ
て
、
同
制
度
の
効
果
に
つ
い
て
注
視
し
な
が
ら
、
家
庭
内
暴
力
に
対
す
る
警
察
官
の
教
育
を
実
施
し
、
専
門
知
識
を
有
す
る
者
を

養
成
す
る
必
要
が
あ
る
。

五

お
わ
り
に

日
本
は
、
こ
れ
ま
で
家
庭
内
暴
力
防
止
の
た
め
の
様
々
な
取
組
み
を
行
っ
て
き
た
が
、
そ
の
件
数
は
増
加
傾
向
に
あ
る
。
本
稿
は
、

こ
れ
に
対
す
る
反
省
を
契
機
と
し
て
、
日
本
、
韓
国
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
制
度
に
つ
い
て
比
較
検
討
を
行
っ
た
。
家
庭
内
暴
力
に

よ
っ
て
直
接
被
害
を
受
け
た
者
の
保
護
・
支
援
も
重
要
で
あ
る
が
、
再
犯
を
防
止
し
、
将
来
の
被
害
を
予
防
す
る
こ
と
も
そ
の
対
策
の

一
部
と
し
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
在
日
本
で
は
、
警
察
段
階
に
お
い
て
も
矯
正
段
階
に
お
い
て
も
、
家

庭
内
暴
力
の
特
性
を
反
映
し
た
加
害
者
対
策
が
行
わ
れ
て
な
い
。
こ
の
よ
う
な
問
題
の
解
決
策
を
講
じ
る
た
め
に
、
本
稿
で
は
ア
メ
リ

カ
合
衆
国
と
韓
国
の
制
度
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
は
、
日
本
と
法
律
体
系
が
異
な
る
た
め
、
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
る

こ
と
は
難
し
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
加
害
者
の
暴
力
行
為
の
改
善
に
あ
る
程
度
効
果
を
あ
げ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
日
本
へ
の
示
唆
は
大
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き
い
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
韓
国
は
、
家
庭
内
暴
力
加
害
者
の
改
善
の
た
め
、
警
察
の
権
限
強
化
、
検
察
の
相
談
付
起
訴
猶
予
制
度
、

裁
判
所
の
家
庭
保
護
事
件
の
制
度
を
通
じ
て
日
本
よ
り
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
る
た
め
、
参
考
と
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
。

(1
)
信
田
さ
よ
子
「
Ｄ
Ｖ
加
害
者
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
―
Ｄ
Ｖ
加
害
者
更
生
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
実
践
経
験
か
ら
」
保
険
の
科
学
第
五
六
巻
第
一
号

（
二
〇
一
四
）
三
一
頁
、
朴
元
奎
「
フ
ァ
ミ
リ
ー
バ
イ
オ
レ
ン
ス
の
加
害
者
へ
の
対
応
策
の
現
状
と
課
題
」
刑
法
雑
誌
第
五
〇
巻
第
三
号
（
二

〇
一
一
）
四
三
一
頁
以
下
。

(2
)
短
期
自
由
刑
の
弊
害
に
つ
い
て
は
、
木
村
裕
三
=
平
田
新
『
刑
事
政
策
概
論
第
四
版
』（
成
文
堂
、
二
〇
〇
八
）
一
二
八
頁
、
大
谷
實

『
刑
事
政
策
講
義
』（
弘
文
堂
、
二
〇
〇
九
）
一
二
九
頁
以
下
、
斉
藤
静
敬
=
覺
正
豊
和
『
刑
事
政
策
論
』（
八
千
代
出
版
、
二
〇
一
一
）
一
二

〇
頁
以
下
、
川
出
敏
裕
=
金
光
旭
『
刑
事
政
策
』（
成
文
堂
、
二
〇
一
二
）
八
四
頁
以
下
参
照
。
さ
ら
に
、
暴
力
を
ふ
る
わ
れ
て
も
多
く
の
被

害
者
は
加
害
者
か
ら
分
離
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
不
安
や
悩
み
を
抱
え
て
い
る
。
暴
力
を
ふ
る
わ
れ
て
離
婚
や
別
居
を
す
る
こ
と
を
考
え
た
者

の
不
安
や
悩
み
に
つ
い
て
調
査
し
た
結
果
に
よ
る
と
、「
収
入
が
な
く
、
生
活
し
て
い
く
目
途
が
立
た
な
い
と
思
っ
た
」「
別
れ
て
も
行
く
と
こ

ろ
が
な
い
と
思
っ
た
」
と
い
っ
た
答
え
が
多
か
っ
た
。
坂
本
佳
鶴
恵
「
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
バ
イ
オ
レ
ン
ス
の
特
性
を
め
ぐ
っ
て
」
刑
法
雑
誌
第
五

〇
巻
第
三
号
（
二
〇
一
一
）
四
〇
三
頁
。

(3
)
法
執
行
研
究
会
編
『
法
は
Ｄ
Ｖ
被
害
者
を
救
え
る
か
―
法
分
野
協
働
と
国
際
比
較
（
日
弁
連
法
務
研
究
財
団
書
）』（
商
事
法
務
、
二
〇
一

三
）
二
三
九
頁
以
下
。

(4
)
川
上
千
佳
「
我
が
国
に
お
け
る
Ｄ
Ｖ
加
害
者
へ
の
取
り
組
み
の
現
状
」
奈
良
女
子
大
学
社
会
学
論
集
第
一
〇
号
（
二
〇
一
三
）
一
六
二
頁
。

(5
)
事
後
予
防
と
は
、
犯
罪
・
非
行
の
発
生
後
に
善
後
策
と
し
て
、
将
来
に
発
生
す
る
犯
罪
を
予
防
す
る
こ
と
を
い
う
。
通
常
、
犯
罪
・
非
行

を
行
っ
た
者
に
対
し
て
、
種
々
の
犯
罪
原
因
を
究
明
し
、
こ
の
者
の
改
善
・
更
生
、
社
会
復
帰
を
図
っ
て
、
再
犯
を
予
防
す
る
も
の
で
、
特
別

予
防
と
も
よ
ば
れ
る
。
守
山
正
=
安
部
哲
夫
『
ビ
ギ
ナ
ー
ズ
刑
事
政
策
』（
成
文
堂
、
二
〇
一
一
）
五
六
頁
以
下
。

(6
)
那
須
修
『
警
察
実
務
家
に
よ
る
「
刑
事
法
」
講
義
ノ
ー
ト
』（
立
花
書
房
、
二
〇
〇
八
）
二
七
四
頁
以
下
。

(7
)
朴
元
奎
・
前
掲
注
(1
)・
四
三
〇
頁
、
法
務
総
合
研
究
所
研
究
部
報
告
二
四
「
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
バ
イ
オ
レ
ン
ス
（
Ｄ
Ｖ
）
の
加
害
者

に
関
す
る
研
究
」（
二
〇
〇
三
）
二
二
〇
頁
以
下
。

(8
)
従
来
、
刑
事
施
設
内
の
処
遇
を
規
律
す
る
基
本
法
は
、
一
九
〇
八
年
に
施
行
さ
れ
た
監
獄
法
で
あ
っ
た
。
同
法
の
改
正
案
で
あ
る
刑
事
施
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設
法
案
は
、
行
刑
の
近
代
化
・
国
際
化
・
法
律
化
と
い
う
三
つ
の
原
則
を
改
正
の
指
針
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
日
本
弁
護
士
連
合
会
の
反

対
が
強
く
、
結
局
、
廃
案
と
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
二
〇
〇
二
年
か
ら
翌
年
に
か
け
て
名
古
屋
刑
務
所
に
お
け
る
受
刑
者
死
傷
事
案
が
明

ら
か
に
な
り
、
こ
れ
を
契
機
と
し
て
、
行
刑
運
営
上
の
問
題
に
対
す
る
社
会
的
関
心
が
高
ま
り
、
監
獄
法
の
全
面
改
正
が
強
く
促
さ
れ
、
二
〇

〇
六
年
に
「
刑
事
収
容
施
設
法
」
が
成
立
し
た
。
川
出
敏
裕
=
金
光
旭
・
前
掲
注
(2
)一
五
五
頁
以
下
。

(9
)
朴
元
奎
・
前
掲
注
(1
)・
四
三
〇
頁
、
法
務
総
合
研
究
所
研
究
部
報
告
二
四
・
前
掲
注
(7
)・
二
一
六
頁
以
下
。

(10
)
朴
元
奎
・
前
掲
注
(1
)・
四
三
一
頁
。

(11
)
こ
の
類
型
の
区
分
は
、
①
シ
ン
ナ
ー
等
乱
用
対
象
者
、
②
覚
せ
い
剤
事
犯
対
象
者
、
③
暴
力
団
関
係
対
象
者
、
④
暴
走
族
対
象
者
、
⑤
性

犯
罪
等
対
象
者
、
⑥
精
神
障
害
等
対
象
者
、
⑦
中
学
生
対
象
者
、
⑧
校
内
暴
力
対
象
者
、
⑨
無
職
等
対
象
者
、
⑩
家
庭
内
暴
力
対
象
者
で
あ
る
。

(12
)
宍
倉
悠
太
「
保
護
観
察
処
遇
に
関
す
る
一
考
察
：
我
が
国
に
お
け
る
成
人
の
刑
の
執
行
猶
予
者
を
中
心
に
」
早
稲
田
大
学
社
会
安
全
政
策

研
究
所
紀
要
（
二
〇
〇
九
）
三
〇
六
頁
。

(13
)
松
本
勝
編
『
更
生
保
護
入
門
』（
成
文
堂
、
二
〇
一
二
）
八
五
頁
以
下
。

(14
)
朴
元
奎
・
前
掲
注
(1
)・
四
三
一
頁
以
下
。

(15
)
認
知
行
動
療
法
セ
ン
タ
ー
な
ど
に
よ
る
と
認
知
行
動
療
法
と
は
、
認
知
に
動
き
か
け
て
気
持
ち
を
楽
に
す
る
精
神
療
法
（
心
理
療
法
）
の

一
種
で
あ
る
。
認
知
は
、
も
の
の
受
け
取
り
方
や
考
え
方
を
意
味
す
る
。
ス
ト
レ
ス
を
感
じ
る
と
悲
観
的
に
考
え
、
問
題
を
解
決
で
き
な
い
心

情
と
な
る
が
、
認
知
行
動
療
法
で
は
、
こ
う
し
た
考
え
方
の
バ
ラ
ン
ス
を
と
っ
て
ス
ト
レ
ス
に
上
手
く
対
応
で
き
る
こ
こ
ろ
の
状
態
を
つ
く
る

治
療
を
す
る
も
の
で
あ
る
。

(16
)
法
務
省
『
犯
罪
白
書
平
成
二
四
年
版
』
参
照
。

(17
)
犯
罪
白
書
に
よ
る
と
専
門
的
処
遇
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
受
講
者
数
は
、
二
〇
一
二
年
に
お
い
て
、
性
犯
罪
者
処
遇
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
八
五
〇
人
、

覚
せ
い
剤
事
犯
者
処
遇
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
一
三
四
四
人
、
暴
力
防
止
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
二
五
九
人
、
飲
酒
運
転
防
止
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
四
二
四
人
で
あ
る
。

(18
)
朴
元
奎
・
前
掲
注
(1
)・
四
三
三
頁
以
下
。

(19
)
ジ
ョ
ン
ヒ
ョ
ン
ミ
「
家
庭
暴
力
特
例
法
の
問
題
点
と
改
正
方
向
」
法
学
論
集
第
一
七
巻
第
二
号
（
二
〇
一
二
）
一
四
〇
頁
以
下
。

(20
)
韓
国
警
察
署
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
参
照
、
http://w
w
w
.police.go.kr/portal/bbs/view
.do?bbsId=B0000011&
nttId=15757&
m
en

uN
o=200067、
最
終
の
検
索
日
：
二
〇
一
四
年
七
月
三
日
。
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(21
)
犯
罪
白
書
に
よ
る
と
起
訴
率
は
、
家
庭
内
暴
力
処
罰
法
の
施
行
早
期
で
あ
っ
た
一
九
九
八
年
後
半
が
三
一
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
と
最
も
高
く
、

一
九
九
九
年
以
降
減
少
し
て
お
り
、
二
〇
〇
九
年
に
は
一
〇
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
に
な
っ
て
い
る
。

(22
)
ジ
ョ
ン
ヒ
ョ
ン
ミ
・
前
掲
注
(19
)・
一
四
一
頁
以
下
。

(23
)
シ
ン
ド
ン
イ
ル
=
フ
ァ
ン
ジ
テ
「
相
談
条
件
付
起
訴
猶
予
制
度
の
性
別
影
響
分
析
評
価
」
刑
事
政
策
研
究
院
（
二
〇
〇
四
）
四
〇
頁
以
下
。

(24
)
相
談
条
件
付
起
訴
猶
予
制
度
の
対
象
事
件
の
範
囲
は
、
罪
質
や
刑
罰
の
必
要
性
と
い
う
起
訴
猶
予
制
度
の
一
般
的
基
準
と
は
異
な
り
、
被

害
者
の
意
思
が
最
も
重
要
な
基
準
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
家
庭
内
暴
力
被
害
者
の
意
思
を
判
断
す
る
際
、
被
害
者
が
心
理
的
に
抑
圧
さ
れ
、

真
正
な
意
思
表
示
が
不
可
能
な
場
合
が
あ
る
た
め
、
真
正
な
意
思
で
あ
る
か
否
か
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

(25
)
キ
ム
ウ
ン
フ
ェ
『
家
庭
暴
力
犯
罪
』（
白
山
出
版
社
、
二
〇
〇
八
）
二
九
四
頁
以
下
。

(26
)
キ
ム
ウ
ン
キ
ョ
ン
「
現
行
家
庭
暴
力
対
応
立
法
体
系
に
対
す
る
批
判
的
省
察
」
法
務
研
修
院
=
韓
国
刑
事
政
策
研
究
院
（
二
〇
一
三
）
六

八
頁
以
下
に
よ
る
と
、
全
体
の
加
害
者
に
対
す
る
割
合
は
、
二
〇
〇
七
年
に
約
一
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
、
二
〇
〇
八
年
に
三
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
、

二
〇
〇
九
年
に
三
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
、
二
〇
一
〇
年
に
四
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
っ
た
。

(27
)
相
談
時
間
は
、
一
級
四
〇
時
間
（
二
〇
回
）、
二
級
二
〇
時
間
（
一
〇
回
）、
三
級
一
〇
時
間
（
五
回
）
で
あ
り
、
期
間
は
三
ヶ
月
か
ら

六
ヶ
月
の
範
囲
で
行
わ
れ
る
。
ま
た
、
検
察
官
の
要
請
や
相
談
所
の
決
定
に
よ
っ
て
期
間
を
一
ヶ
月
（
相
談
は
二
回
）
ご
と
に
延
長
す
る
こ
と

で
き
る
。
相
談
が
終
了
す
る
と
相
談
所
は
二
週
間
以
内
に
「
相
談
結
果
通
報
書
」
を
主
任
検
察
官
に
提
出
す
る
、
シ
ン
ド
ン
イ
ル
=
フ
ァ
ン
ジ

テ
・
前
掲
注
(23
)・
四
一
頁
以
下
。

(28
)
家
庭
内
暴
力
事
件
を
担
当
し
た
主
任
検
事
は
、
家
庭
内
暴
力
相
談
所
の
諮
問
を
受
け
、
相
談
を
条
件
に
起
訴
猶
予
処
分
を
す
る
こ
と
が
適

当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
、
書
式
に
よ
る
被
疑
者
同
意
書
を
添
付
し
て
相
談
所
に
家
庭
内
暴
力
行
為
者
と
被
害
者
に
対
す
る
相
談
依
頼
を

す
る
。
相
談
依
頼
を
受
け
た
相
談
所
は
、
七
日
以
内
に
担
当
者
を
指
定
し
、
家
庭
内
暴
力
加
害
者
と
被
害
者
を
事
前
面
談
し
て
対
象
者
の
相
談

適
格
及
び
相
談
期
間
、
計
画
な
ど
に
つ
い
て
意
見
を
示
し
た
「
家
庭
内
暴
力
事
件
面
談
意
見
書
」
を
主
任
検
事
に
送
付
す
る
。
主
任
検
事
は
、

相
談
所
の
意
見
書
を
検
討
し
、
相
談
が
家
庭
内
暴
力
被
害
者
と
加
害
者
に
役
に
立
つ
と
判
断
す
る
場
合
、
起
訴
猶
予
処
分
を
下
す
。

(29
)
そ
の
う
ち
、
二
二
件
は
、
過
去
再
犯
経
歴
が
一
回
か
ら
一
〇
回
ま
で
あ
る
場
合
で
あ
っ
た
。

(30
)
シ
ン
ド
ン
イ
ル
=
フ
ァ
ン
ジ
テ
・
前
掲
注
(23
)・
一
一
八
頁
以
下
。

(31
)
チ
ャ
ン
ヒ
ス
ク
他
「
家
庭
暴
力
加
害
者
矯
正
・
治
療
プ
ロ
グ
ラ
ム
及
び
相
談
条
件
付
起
訴
猶
予
の
制
度
分
析
を
通
じ
た
政
策
方
案
研
究
」
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韓
国
女
性
家
族
部
研
究
報
告
（
二
〇
一
〇
）
二
三
四
頁
以
下
。

(32
)
相
談
条
件
付
起
訴
猶
予
処
分
を
受
け
た
者
の
再
犯
率
に
関
し
て
、
警
察
に
立
件
さ
れ
た
件
数
は
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
実
際
に
は

再
犯
率
が
よ
り
高
い
可
能
性
も
あ
る
。
ジ
ョ
ジ
ュ
ウ
ン
『「
家
庭
暴
力
犯
罪
の
処
罰
等
に
関
す
る
特
例
法
」
上
家
庭
暴
力
行
為
者
対
象
相
談
条

件
付
起
訴
猶
予
の
立
法
影
響
分
析
』（
大
韓
民
国
国
会
、
二
〇
一
三
）
一
六
頁
以
下
。

(33
)
暴
行
致
死
傷
罪
は
、
韓
国
刑
法
第
二
六
二
条
に
規
定
さ
れ
て
お
り
、
人
を
傷
害
の
故
意
を
持
た
ず
に
暴
行
し
死
傷
の
結
果
が
発
生
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
結
果
的
加
重
犯
で
あ
る
。
ソ
ン
ド
ン
グ
ォ
ン
『
刑
法
各
論
』（
栗
谷
出
版
社
、
二
〇
〇
四
）
二
九
頁
。

(34
)
キ
ム
ジ
ャ
ヨ
ン
「
家
庭
暴
力
防
止
の
た
め
の
効
率
的
な
方
案
に
関
す
る
考
察
―
受
講
命
令
制
度
、
賠
償
命
令
制
度
及
び
親
権
制
限
を
中
心

に
」
保
護
観
察
第
一
一
巻
第
二
号
（
二
〇
一
一
）
一
五
一
頁
以
下
。

(35
)
家
庭
保
護
事
件
の
管
轄
裁
判
所
は
、
家
庭
内
暴
力
行
為
者
の
行
為
地
、
居
住
地
な
ど
の
家
庭
裁
判
所
で
あ
る
が
、
家
庭
裁
判
所
が
な
い
地

域
に
お
い
て
は
、
地
方
裁
判
所
が
担
う
。

(36
)
韓
国
法
院
行
政
処
『
司
法
年
鑑
』
参
照
。

(37
)
家
庭
保
護
事
件
の
不
処
分
率
は
、
二
〇
〇
八
年
三
四
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
、
二
〇
〇
九
年
三
二
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
、
二
〇
一
〇
年
三
三
・
五

パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
っ
た
。
イ
ミ
ジ
ョ
ン
他
「
家
庭
暴
力
・
性
暴
力
被
害
者
支
援
強
化
の
た
め
の
連
略
課
題
開
発
」
韓
国
女
性
政
策
研
究
院
（
二

〇
一
三
）
一
〇
頁
。

(38
)
相
談
委
託
件
数
は
、
二
〇
〇
〇
年
二
八
五
件
、
二
〇
〇
一
年
三
四
八
件
、
二
〇
〇
二
年
四
四
八
件
、
二
〇
〇
三
年
三
三
二
件
、
二
〇
〇
四

年
四
八
二
件
、
二
〇
〇
五
年
六
五
〇
件
、
二
〇
〇
六
年
七
八
三
件
、
二
〇
〇
七
年
七
〇
三
件
、
二
〇
〇
八
年
五
八
六
件
、
二
〇
〇
九
年
八
四
五

件
、
二
〇
一
〇
年
七
三
五
件
、
二
〇
一
一
年
五
〇
一
件
、
二
〇
一
二
年
六
二
七
件
で
あ
っ
た
。

(39
)
チ
ャ
ン
ヒ
ス
ク
「
家
庭
暴
力
犯
罪
に
対
す
る
司
法
府
介
入
の
効
果
」
社
会
福
祉
研
究
（
二
〇
〇
七
）
八
四
七
頁
以
下
、
チ
ョ
ン
ユ
ヒ
=
ソ

ン
エ
チ
ョ
ル
「
家
庭
暴
力
加
害
者
受
講
命
令
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
効
果
検
証
：
短
期
再
犯
追
跡
研
究
」
保
護
観
察
第
一
三
巻
第
二
号
（
二
〇
一
三
）

六
二
頁
で
再
引
用
。

(40
)
多
々
良
敏
夫
他
（
訳
）『
家
庭
内
暴
力
の
研
究
：
防
止
と
治
療
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
評
価
』（
福
村
出
版
、
二
〇
一
一
）
11
頁
以
下
。

(41
)
こ
の
よ
う
な
変
化
は
、「
殴
ら
れ
た
女
性
た
ち
の
運
動
（
Battered
w
om
en’s
m
ovem
ent）」
が
影
響
を
与
え
て
お
り
、
同
運
動
は
親

密
な
パ
ー
ト
ナ
ー
に
よ
る
暴
力
が
犯
罪
と
し
て
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
重
要
な
役
割
を
担
っ
た
。
Bethany
J.Price
&
A
lan
Rosenbaum
,

論 説
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Batterer
Intervention
Program
s:
A
R
eport
from
the
Field,757,V
IO
LEN
CE
A
N
D
V
ICT
IM
S
24
(2009).

(42
)
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
は
、
家
庭
内
暴
力
の
被
害
者
か
ら
積
極
的
な
介
入
が
求
め
ら
れ
た
が
、
警
察
は
介
入
を
躊
躇
し
て
い
た
。
し
か
し
、

そ
の
転
換
点
と
な
っ
た
の
が
ミ
ネ
ア
ポ
リ
ス
実
験
で
あ
る
。
ミ
ネ
ア
ポ
リ
ス
実
験
と
は
、
一
九
八
一
年
か
ら
一
九
八
二
年
に
行
わ
れ
た
無
作
為

抽
出
さ
れ
た
単
純
暴
行
の
Ｄ
Ｖ
加
害
者
に
対
し
、
①
逮
捕
、
②
加
害
者
と
被
害
者
の
説
得
・
調
停
、
③
加
害
者
に
対
す
る
一
時
的
な
退
居
命
令

な
ど
の
対
応
を
と
り
、
半
年
後
に
そ
の
再
犯
率
を
調
べ
る
と
の
実
験
で
あ
っ
た
。
こ
の
実
験
の
結
果
に
よ
り
逮
捕
さ
れ
た
加
害
者
の
再
犯
率
が

最
も
低
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
、
Ｄ
Ｖ
加
害
者
逮
捕
の
有
効
性
を
科
学
的
に
示
す
も
の
と
し
て
政
策
転
換
に
根
拠
を
与
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。

谷
田
川
知
恵
「
ア
メ
リ
カ
積
極
的
逮
捕
政
策
へ
の
転
換
」
岩
井
宜
子
『
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
バ
イ
オ
レ
ン
ス
』（
尚
学
社
、
二
〇
一
〇
）
二
三
二
頁

以
下
。

(43
)
RobertC.D
avis
&
Barbara
E.Sm
ith
&
H
eather
J.D
avies,E
ffectsofN
o-drop
Prosecution
ofD
om
estic
V
iolence
upon

Conviction
R
ates,2,JU
ST
ICE
REA
SEA
RCH
A
N
D
PO
LICY
3
(2001).

(44
)
義
務
的
逮
捕
制
度
が
導
入
さ
れ
る
前
、
多
く
の
警
察
は
配
偶
者
暴
力
を
法
執
行
機
関
（
警
察
）
の
支
援
が
不
必
要
な
私
的
問
題
と
し
て
認

識
し
た
。
警
察
は
女
性
被
害
者
の
陳
述
を
軽
視
し
、
加
害
者
の
逮
捕
に
つ
い
て
恣
意
的
な
判
断
を
し
た
結
果
、
警
察
へ
通
報
し
た
後
で
被
害
者

が
さ
ら
に
暴
力
を
振
る
わ
れ
る
ケ
ー
ス
が
少
な
く
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
事
態
を
防
ぐ
た
め
最
初
に
オ
レ
ゴ
ン
州
に
お
い
て
義
務
的
逮
捕
が

定
め
ら
れ
た
。
義
務
的
逮
捕
法
に
よ
り
、
家
庭
内
暴
力
加
害
者
の
逮
捕
に
対
す
る
警
察
の
裁
量
は
認
め
ら
れ
な
く
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
警
察

は
被
疑
者
に
犯
罪
の
嫌
疑
が
あ
り
、
逮
捕
の
要
件
が
そ
ろ
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
被
疑
者
を
逮
捕
し
な
け
れ
ば
な
ら
い
。
現
在
、
全
て
の
州
に

お
い
て
、
同
制
度
を
施
行
し
て
い
る
た
め
、
家
庭
内
暴
力
事
件
が
発
生
す
る
場
合
、
警
察
は
令
状
な
し
で
逮
捕
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

A
lexandra
Pavlidakis,M
andatory
arrest:
past
its
prim
e,1202,SA
N
T
A
CLA
RA
LA
W
REV
IEW
V
O
LU
M
E
49
(2009),

V
ictoria
Frye
&
M
ary
H
aviland
&
V
alliRajah,397,D
ualarrestand
other
unintended
consequencesofm
andatory
arrestin

N
ew
Y
ork
city,JO
U
RN
A
L
O
F
FA
M
ILY
V
IO
LEN
CE
22
(2007),D
avid
H
irschel&
Eve
Buzaw
a
&
A
prilPattavina
&
D
on

Faggiani,D
om
estic
violence
and
M
andatory
arrest
law
:
T
o
w
hat
extent
do
they
influence
police
arrest
decisions,255,

JO
U
RN
A
L
O
F
CRIM
IN
A
L
LA
W
A
N
D
CRIM
IN
O
LO
GY
98
(2007).

(45
)
Robert
C.D
avid
&
Barbara
E.Sm
ith
&
H
eather
J
D
avies,supra
note
44,at
2.

(46
)
チ
ャ
ン
ヒ
ス
ッ
ク
他
・
前
掲
注
(31
)・
二
一
頁
以
下
。
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(47
)
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
主
な
警
察
庁
一
四
二
箇
所
の
う
ち
、
約
六
六
パ
ー
セ
ン
ト
が
起
訴
強
制
政
策
を
実
施
し
て
い
る
。
Robert
C
D
avid

&
Barbara
E
Sm
ith
&
H
eather
J
D
avies,supra
note
44,at
3.

(48
)
刑
事
立
法
研
究
会
『
非
拘
禁
的
措
置
と
社
会
内
処
遇
の
課
題
と
展
望
』（
現
代
人
文
社
、
二
〇
一
二
）
三
〇
一
頁
以
下
。

(49
)
法
務
総
合
研
究
所
研
究
部
報
告
二
四
・
前
掲
注
(7
)・
二
二
〇
頁
以
下
。

(50
)
A
LBERT

R.
RO
BERT

&

K
A
REL

K
U
RST
-SW
A
N
GER,
H
A
N
D
BO
O
K

O
F

D
O
M
EST
IC

V
IO
LEN
CE

IN
T
ERV
EN
T
IO
N
ST
RA
T
EGIES
127
(2002),
M
O
Y
EE
LEE
&
A
D
RIA
N
A
U
K
EN
&
JO
H
N
SEBO
LD
,
SO
LU
T
IO
N
-

FO
CU
SED
T
REA
T
M
EN
T
W
IT
H
D
O
M
EST
IC
V
IO
LEN
CE
O
FFEN
D
ERS
463
(2004)
で
再
引
用
。

(51
)
Robertc.D
avis
&
Bruce
G.T
aylor,D
oesBatterer
T
reatm
entR
educe
V
iolence?
A
Synthesisofthe
Literature,70,T
H
E

H
A
W
O
RT
H
PRESS
(1999),Bethany
J.Price
&
A
lan
Rosenbaum
,Batterer
Intervention
Program
s:
A
R
eport
from
the

Field,757,V
IO
LEN
CE
A
N
D
V
ICT
IM
S
24
(2009).

(52
)
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
的
視
点
に
基
づ
い
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
加
害
者
に
性
的
平
等
を
再
認
識
さ
せ
、
自
分
の
虐
待
行
為
に
責
任
を
持
た
せ
る
こ

と
を
目
標
と
す
る
。
個
人
的
視
点
に
基
づ
い
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
加
害
者
の
個
人
的
病
理
と
生
育
歴
が
暴
力
の
根
本
的
な
原
因
で
あ
る
と
す
る
。

家
族
シ
ス
テ
ム
的
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
家
庭
内
暴
力
を
相
互
作
用
と
関
係
性
の
両
視
点
か
ら
と
ら
え
る
。

(53
)
キ
ム
ウ
ン
ギ
ョ
ン
「
家
庭
暴
力
犯
罪
対
応
動
向
と
政
策
提
言
―
外
国
の
立
法
及
び
政
策
動
向
を
中
心
に
」
韓
国
刑
事
政
策
研
究
院
（
二
〇

〇
三
）
八
九
頁
以
下
。

(54
)
M
O
Y
EE
LEE
&
A
D
RIA
N
A
U
K
EN
&
JO
H
N
SEBO
LD
,supra
note
51,at
183.

(55
)
Edleson
L.Edleson
&
Roger
J.Grusznski,T
reating
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